
 

1 

〇
経
済
産
業
省
告
示
第
十
一
号 

  

輸
入
貿
易
管
理
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
四
百
十
四
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
昭
和
四
十
一
年
通

商
産
業
省
告
示
第
百
七
十
号
（
輸
入
割
当
て
を
受
け
る
べ
き
貨
物
の
品
目
、
輸
入
の
承
認
を
受
け
る
べ
き
貨
物
の
原
産

地
又
は
船
積
地
域
そ
の
他
貨
物
の
輸
入
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
の
公
表
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

    

令
和
五
年
二
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

経
済
産
業
大
臣 

西
村 

康
稔 

 
 

  

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応

す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 
 

 

一 

［
略
］ 

一 

［
略
］ 

二 

輸
入
貿
易
管
理
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
四
条

第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
輸
入
の
承
認
（
全
地
域
を

原
産
地
又
は
船
積
地
域
と
す
る
貨
物
の
輸
入
に
係
る
承
認

二 

輸
入
貿
易
管
理
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
四
条

第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
輸
入
の
承
認
（
全
地
域
を

原
産
地
又
は
船
積
地
域
と
す
る
貨
物
の
輸
入
に
係
る
承
認
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を
除
く
。
以
下
「
二
号
承
認
」
と
い
う
。
）
を
受
け
る
べ

き
場
合
は
、
次
の
表
の
第
一
に
掲
げ
る
貨
物
及
び
同
表
の

第
二
に
掲
げ
る
貨
物
を
輸
入
す
る
と
き
と
す
る
。 

を
除
く
。
以
下
「
二
号
承
認
」
と
い
う
。
）
を
受
け
る
べ

き
場
合
は
、
次
の
表
の
第
一
に
掲
げ
る
貨
物
及
び
同
表
の

第
二
に
掲
げ
る
貨
物
を
輸
入
す
る
と
き
と
す
る
。 

第
１

 
次

の
表

の
左

欄
に

掲
げ

る
地

域
を

原
産

地
又

は
船

積

地
域

と
す

る
同

表
の

右
欄

に
掲

げ
る

貨
物

 

第
１

 
次

の
表

の
左

欄
に

掲
げ

る
地

域
を

原
産

地
又

は
船

積

地
域

と
す

る
同

表
の

右
欄

に
掲

げ
る

貨
物

 

地
 

域
 

貨
 

 
 

 
 

 
物

 

項
目

 

番
号

 

関
税

率
表

の
番

号
等

 

貨
 

物
 

名
 

［
略

］
 

［
略

］
 

［
略

］
 

［
略

］
 

ロ
シ

ア

（
原

油

及
び

石

１
 

［
略

］
 

［
略

］
 

２
 

2
7
･
0
9
 

2
7
･
1
0
 

原
油

及
び

石
油

製

品
（

廃
油

及
び

三

地
 

域
 

貨
 

 
 

 
 

 
物

 

項
目

 

番
号

 

関
税

率
表

の
番

号
等

 

貨
 

物
 

名
 

［
略

］
 

［
略

］
 

［
略

］
 

［
略

］
 

ロ
シ

ア

（
原

油

に
つ

い

１
 

［
略

］
 

［
略

］
 

２
 

2
7
･
0
9
 

［
新

設
］

 

原
油

（
三

の
７

の

(
9
)
に

掲
げ

る
も



 

3 

油
製

品

に
つ

い

て
は

ロ

シ
ア

を

原
産

地

と
す

る

場
合

に

限
る

。

）
 

の
７

の
(
9
)
に

掲

げ
る

も
の

を
除

く
。

）
 

３
 

［
略

］
 

［
略

］
 

４
 

［
略

］
 

［
略

］
 

 

て
は

ロ

シ
ア

を

原
産

地

と
す

る

場
合

に

限
る

。

）
 

  

の
を

除
く

。
）

 

  

３
 

［
略

］
 

［
略

］
 

４
 

［
略

］
 

［
略

］
 

 

第
２

 
［

略
］

 
第

２
 

［
略

］
 

二
の
二 

［
略
］ 

三 

そ
の
他
貨
物
の
輸
入
に
関
す
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り

二
の
二 

［
略
］ 

三 
そ
の
他
貨
物
の
輸
入
に
関
す
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
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と
し
、
令
第
四
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
輸
入
の

承
認
を
受
け
る
べ
き
場
合
は
、
６
か
ら
８
ま
で
の
貨
物
を

輸
入
す
る
と
き
と
し
、
同
号
の
規
定
に
よ
る
輸
入
の
承
認

を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
行

う
べ
き
手
続
は
、
６
の
貨
物
を
輸
入
す
る
場
合
に
お
い
て

の
６
の
(1)
か
ら
(5)
ま
で
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め

る
大
臣
の
確
認
、
７
の
貨
物
を
輸
入
す
る
場
合
に
お
い
て

の
経
済
産
業
大
臣
の
確
認
又
は
８
の
貨
物
を
輸
入
す
る
場

合
に
お
い
て
の
８
の
(1)
か
ら
(10)
ま
で
の
区
分
に
応
じ
そ
れ

ぞ
れ
に
定
め
る
書
類
の
税
関
へ
の
提
出
と
す
る
。 

１
～
６ 

［
略
］ 

 

７
(１)
～
(８) 

［
略
］ 

と
し
、
令
第
四
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
輸
入
の

承
認
を
受
け
る
べ
き
場
合
は
、
６
か
ら
８
ま
で
の
貨
物
を

輸
入
す
る
と
き
と
し
、
同
号
の
規
定
に
よ
る
輸
入
の
承
認

を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
行

う
べ
き
手
続
は
、
６
の
貨
物
を
輸
入
す
る
場
合
に
お
い
て

の
６
の
(1)
か
ら
(5)
ま
で
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め

る
大
臣
の
確
認
、
７
の
貨
物
を
輸
入
す
る
場
合
に
お
い
て

の
経
済
産
業
大
臣
の
確
認
又
は
８
の
貨
物
を
輸
入
す
る
場

合
に
お
い
て
の
８
の
(1)
か
ら
(10)
ま
で
の
区
分
に
応
じ
そ
れ

ぞ
れ
に
定
め
る
書
類
の
税
関
へ
の
提
出
と
す
る
。 

 
１
～
６ 

［
略
］ 

 

７
(１)
～
(８) 

［
略
］ 
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(９) 

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
国
を
原
産
地
と
す
る 

下
欄
に
掲
げ
る
貨
物
を
輸
入
し
よ
う
と
す
る
者
は
、

別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
経
済
産
業
大
臣
の
確

認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

国 

貨 
 

 
 

 
 

物 

関
税
率
表

の
番
号
等 

貨 

物 

名 

ロ
シ
ア 

二
七
・
〇

九 

 

原
油
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
も
の 

イ 

そ
の
価
格
が
、
ウ
ク

ラ
イ
ナ
を
め
ぐ
る
現
下

の
国
際
情
勢
に
鑑
み
、

(９) 

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
国
を
原
産
地
と
す
る 

下
欄
に
掲
げ
る
貨
物
を
輸
入
し
よ
う
と
す
る
者
は
、

別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
経
済
産
業
大
臣
の
確

認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

国 

貨 
 

 
 

 
 

物 

関
税
率
表

の
番
号
等 

貨 

物 

名 

ロ
シ
ア 

二
七
・
〇

九 

原
油
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
も
の 

イ 

そ
の
価
格
が
、
ウ
ク

ラ
イ
ナ
を
め
ぐ
る
現
下

の
国
際
情
勢
に
鑑
み
、
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ウ
ク
ラ
イ
ナ
を
め
ぐ
る

問
題
の
解
決
を
目
指
す

国
際
平
和
の
た
め
の
国

際
的
な
努
力
に
我
が
国

と
し
て
寄
与
す
る
た

め
、
主
要
国
が
講
ず
る

こ
と
と
し
た
措
置
の
内

容
に
沿
っ
て
、
我
が
国

が
講
ず
る
輸
入
等
に
係

る
禁
止
措
置
の
対
象
と

な
る
ロ
シ
ア
連
邦
を
原

産
地
と
す
る
原
油
及
び

ウ
ク
ラ
イ
ナ
を
め
ぐ
る

問
題
の
解
決
を
目
指
す

国
際
平
和
の
た
め
の
国

際
的
な
努
力
に
我
が
国

と
し
て
寄
与
す
る
た

め
、
主
要
国
が
講
ず
る

こ
と
と
し
た
措
置
の
内

容
に
沿
っ
て
、
我
が
国

が
講
ず
る
輸
入
等
に
係

る
禁
止
措
置
の
対
象
と

な
る
ロ
シ
ア
連
邦
を
原

産
地
と
す
る
原
油
の
上
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石
油
製
品
の
上
限
価
格

を
定
め
る
件
（
令
和
四

年
外
務
省
告
示
第
四
百

四
号
。
以
下
「
上
限
価

格
を
定
め
る
外
務
省
告

示
」
と
い
う
。
）
別
表

１
に
定
め
る
原
油
の
価

格
以
下
の
も
の 

ロ 

［
略
］ 

二
七
・
一

〇 

石

油

製

品

（

廃

油

を

除

く
。
）
で
あ
っ
て
、
次
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の 

限
価
格
を
定
め
る
件

（
令
和
四
年
外
務
省
告

示
第
四
百
四
号
）
別
表

に
定
め
る
原
油
の
価
格

以
下
の
も
の 

   

ロ 

［
略
］ 

［
新
設
］ 

［
新
設
］ 
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イ 

関
税
定
率
表
第
二
七

一
〇
・
一
二
号
、
第
二

七
一
〇
・
一
九
号
又
は

第
二
七
一
〇
・
二
〇
号

に
該
当
す
る
も
の
の
う

ち
、
揮
発
油
（
ナ
フ
サ

を
除
く
。
）
、
灯
油
又

は
軽
油
（
ロ
に
お
い
て

「
揮
発
油
等
」
と
い

う
。
）
で
あ
っ
て
、
そ

の
価
格
が
、
上
限
価
格

を
定
め
る
外
務
省
告
示
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別
表
２
に
定
め
る
石
油

製
品
の
価
格
以
下
の
も

の 

ロ 

揮
発
油
等
以
外
の
も

の
で
あ
っ
て
、
そ
の
価

格
が
、
上
限
価
格
を
定

め
る
外
務
省
告
示
別
表

３
に
定
め
る
石
油
製
品

の
価
格
以
下
の
も
の 

 

         
 

（注） 

原
油
及
び
石
油
製
品
の
「
価
格
」
と
は
、
本
邦
又

は
第
三
国
へ
海
上
に
お
い
て
輸
送
さ
れ
る
原
油
及
び

石
油
製
品
の
価
格
で
あ
っ
て
、
関
税
定
率
法
第
四
条

（注） 

原
油
の
「
価
格
」
と
は
、
本
邦
又
は
第
三
国
へ
海

上
に
お
い
て
輸
送
さ
れ
る
原
油
の
価
格
で
あ
っ
て
、

関
税
定
率
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
課
税
価
格
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第
一
項
に
規
定
す
る
課
税
価
格
に
相
当
す
る
価
格
か

ら
同
項
各
号
に
規
定
す
る
運
賃
等
に
相
当
す
る
額
を

そ
の
含
ま
れ
て
い
る
限
度
に
お
い
て
除
い
た
価
格
を

い
う
。 

８ 

［
略
］ 

に
相
当
す
る
価
格
か
ら
同
項
各
号
に
規
定
す
る
運
賃

等
に
相
当
す
る
額
を
そ
の
含
ま
れ
て
い
る
限
度
に
お

い
て
除
い
た
価
格
を
い
う
。 

 ８ 

［
略
］ 

備
考 

表
中
の
［ 

］
は
注
記
で
あ
る
。 

附 

則 
 

 

こ
の
告
示
は
、
令
和
五
年
二
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
告
示
の
施
行
前
に
石
油
製
品
の
輸
入
に
係
る
契
約
を
行
っ

た
者
が
そ
の
契
約
に
基
づ
い
て
す
る
、
こ
の
告
示
の
施
行
前
に
本
邦
へ
の
輸
出
を
目
的
と
し
て
船
積
み
さ
れ
た
石
油
製
品
の
輸
入
で
あ

っ
て
、
令
和
五
年
四
月
一
日
よ
り
も
前
に
本
邦
に
お
い
て
当
該
石
油
製
品
の
船
卸
し
を
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

 


